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　この制度は、市が発注する小規模な工事や修繕（契約金額が 50 万円以下）
について、受注・施工を希望する方を登録し、積極的に業者選定の対象とす
ることにより、市内業者の受注機会の拡大を図るものです。
○登録できる方
　市内に主たる事業所（本社、本店）または住所（住民登録）を有し、市税
　を完納している方。ただし次のいずれかに該当する場合は登録できません。
　①成年被後見人及び被保佐人　②破産者で復権を得ていない方　③市建設
　工事入札参加資格者名簿に登録されている方　④希望する業種を履行する
　ために必要な資格、免許等を有しない方
○登録できる業種
　建設業法で定める業種（28 業種）のうち 3 業種まで
　※市水道事業の「指定給水装置工事事業者」及び市下水道の「排水設備指
　定工事店」の指定を受けている方は、当該業種の登録は必要ありません。
○登録申請の受付
　8 月 20 日（月）から随時受付（土・日曜日、祝日を除く）
○登録有効期間
　10 月 1 日～平成 26 年 9 月 30 日まで
　※平成 24 年 10 月 1 日以降に申請された方は登録日から平成 26 年 9 月
　30 日までとなります。
○登録申請の方法
　小規模工事等契約希望者登録申請書に次の①②等の必要書類を添付し郵送
　により提出してください。（持参も可）登録申請書は、市のホームページ
　からダウンロードするか、契約検査課でも配布します。
　①市税の完納証明書 ( 法人の場合は法人の証明書。個人の場合は代表者個
　　人の証明書 )
　②希望業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し
　　※現在登録をされている方（旧西方町登録も含む）について、申請内容
　　に変更がない場合は、登録申請書は省略し、上記①の市税の完納証明書
　　のみを付することで再登録が可能です。
○登録申請の送付先
　〒 328 ‐ 8686　栃木市入舟町 7 番 26 号　市役所契約検査課
　※この登録は、見積業者の指名や契約を約束するものではありません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  契約検査課 ☎ 21 － 2411

小規模工事等契約希望者登録のお知らせ
～平成 24年 10月から 26年 9月分の登録受付～

試行運行の実施状況
　高齢者等の交通弱者の日常生活における移動
手段の確保と公共交通空白地域の解消を目指し
た蔵タク及びふれあいバス。
　試行運行 4 ～ 6 月分の実績がまとまりまし
たので、お知らせします。

◎蔵タク
利用登録者数 ( 人 )

6 月末現在 9.894
1 日平均利用者数 ( 人 / 日 )

4 ～ 6 月平均 203.7
◎ふれあいバス
                項　目
路線名

1 日平均利用者数
( 人 / 日 )

4 ～ 6 月平均
寺尾線 124.6
市街地循環線 62.5
市街地北部循環線 86.8
部屋線 105.9
真名子線 37.2
金崎線 15.7
大宮国府線 13.8
皆川樋ノ口線 19.7
藤岡線 27.9

　

蔵
タ
ク
及
び
ふ
れ
あ
い
バ
ス

は
、
平
成
25
年
度
末
ま
で
の
試

行
運
行
中
で
す
。
こ
の
期
間
中

に
利
用
状
況
や
市
民
の
皆
さ
ん

の
ご
意
見
・
ご
要
望
を
踏
ま
え

て
運
行
内
容
の
見
直
し
・
改
善

を
行
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
も
利
用
状
況
に
改
善

が
見
ら
れ
な
い
場
合
は
、
廃
止

に
つ
い
て
も
検
討
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

日
常
生
活
や
市
内
散
策
の
足

と
し
て
、
ど
う
ぞ
蔵
タ
ク
と
ふ

れ
あ
い
バ
ス
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

児
童
扶
養
手
当
の
ご
案
内

　

次
の
①
～
⑨
の
児
童
を
養
育

す
る
方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

平
成
24
年
８
月
１
日
か
ら
⑨
が

追
加
さ
れ
ま
し
た
。

　

な
お
、
児
童
は
18
歳
に
達
す

る
日
以
後
最
初
の
３
月
31
日

（
中
度
以
上
の
障
が
い
児
の
場

合
は
20
歳
未
満
）
ま
で
で
す
。

１
．
対
象
者

①
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た　
　

児
童

②
父
又
は
母
が
死
亡
し
た
児　
　

童③
父
又
は
母
の
生
死
が
明
ら　
　

か
で
な
い
児
童

④
父
又
は
母
に
引
き
続
き
１　
　

年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い
る
児
童

⑤
父
又
は
母
が
法
令
に
よ
り
引

き
続
き
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て

い
る
児
童

⑥
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
出

産
し
た
児
童

⑦
父
母
と
も
に
不
明
で
あ
る
児

童
（
孤
児
な
ど
）

⑧
父
又
は
母
が
重
度
の
障
が
い

の
状
態
に
あ
る
児
童

　

※
障
害
年
金
の
子
の
加
算
と

な
っ
て
い
る
児
童
は
、
児
童　

扶
養
手
当
の
対
象
と
は
な
り　

ま
せ
ん
。

　

※
該
当
す
る
障
が
い
に
至
っ

た
時
期
、
申
請
者
が
父
か
母　

か
、
児
童
の
生
年
月
日
等
で
、

制
度
上
申
請
で
き
な
い
場
合　

が
あ
り
ま
す
。

⑨
父
又
は
母
が
母
又
は
父
の
申

立
て
に
よ
り
保
護
命
令
が
出
さ

れ
た
児
童

２
．
経
過
措
置

⑨
に
該
当
す
る
方
が
８
月
に
申

請
し
た
場
合
の
み
、
手
当
は
８

月
分
か
ら
対
象
と
な
り
ま
す

が
、
９
月
以
降
に
申
請
し
た
方

は
申
請
の
翌
月
か
ら
対
象
と
な

り
ま
す
。

３
．
非
該
当
と
な
る
場
合

①
児
童
福
祉
施
設
な
ど
に
入
所

し
た
り
、
里
親
に
預
け
ら
れ
た

と
き

②
申
請
者
（
受
給
者
）
本
人
が

公
的
年
金
（
遺
族
年
金
・
障
害

年
金
・
老
齢
年
金
等
）
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
と
き

③
児
童
が
、
父
ま
た
は
母
の
死

亡
に
つ
い
て
支
給
さ
れ
る
遺
族

年
金
ま
た
は
遺
族
補
償
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
と
き

④
父
ま
た
は
母
が
婚
姻
ま
た
は

事
実
上
の
婚
姻
関
係
に
あ
る
と

き
　

※
支
給
要
件
に
該
当
し
て
か

ら
５
年
を
経
過
し
た
日
が
、
平

成
15
年
４
月
１
日
以
前
の
方

は
、
時
効
に
よ
り
手
当
の
請
求

が
で
き
ま
せ
ん
。（
父
子
家
庭

を
除
き
ま
す
。）

４
．
支
給
の
制
限

　

申
請
者
お
よ
び
扶
養
義
務
者

等
の
前
年
（
申
請
月
に
よ
っ
て

は
前
々
年
）
の
所
得
に
応
じ
、

手
当
の
支
給
区
分（
全
部
支
給
・

一
部
支
給
・
全
部
停
止
）
が
決

ま
り
ま
す
。

５
．
そ
の
他

　

児
童
扶
養
手
当
認
定
後
に
、

公
的
年
金
等
の
受
給
の
対
象
と

な
る
な
ど
、
支
給
要
件
を
満
た

さ
な
く
な
っ
た
場
合
は
手
続
き

が
必
要
で
す
。
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健
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☎
45
‐１
７
８
８

 

健
康
福
祉
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☎
62
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９
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４

 

健
康
福
祉
課 

☎
29
‐１
１
０
３

 

健
康
福
祉
課 

☎
92
‐０
３
１
２

 

交
通
防
犯
課 

☎
21
‐
２
１
７
０

ひまわりのような
　　　　　笑顔いっぱいの

小規模特認校・大宮南小学校の
説明会を行います！

期日：9月 15日（土）
時間：13:30 ～
場所：市役所別館第２会議室
対象：小規模特認校に入学・転
　　　入学を希望する保護者

第１回オープンスクール（学校祭）
期日：10 月６日（土）
時間：８：50 ～ 14：20
・８：50 ～ワールドツアー（外国人と交流）
・12：20 ～バザー・お楽しみ広場
場所：大宮南小学校（☎ 22 ‐ 1483）

第２回オープンスクール（授業見学）
期日：10 月 20 日（土）
時間：９：30 ～ 12：25
場所：大宮南小学校
外国語活動、おもしろ科学実験
9：30 ～小規模特認校説明会（30 分）

大宮南小学校のオープンスクールに参加してみませんか

いろいろな場面でコミュニケーション力を Up ！
生き生きと表現し自信をもって行動できる子どもを育てます

１up

一緒に学び合って学力をぐ～んと Up ！
基礎をしっかり身に付け、自ら進んで学ぶ子どもを育てます

２up

豊かな自然体験等でメンタルタフネス Up ！
思いやりのある心の強い子どもを育てます

３up

市内どこからでも通える小規模特認校

～確かな学力、豊かな心、健やかな体をはぐくむ大宮南小の教育でお子さんを学ばせてみませんか～

大宮南小学校においでよ！ 本市では、平成 25 年度から小
規模特認校制度がスタートしま
す。これは、小規模校の良さを
生かした教育を希望する子ども
たちが通常の通学区域にかかわ
らず、市内どこからでも通うこ
とができる制度です。

英語をつかってコミュニケーション

一
人
一
人
に
丁
寧
に
教
え
る
学
習

３up作戦で
未来を担う
子どもを育
てます。

問合先：　  教育総務課 ☎ 21 ‐ 2716

○研究校 6 年の実績、優れた
　　　　　　小学校の外国語活動
○少人数ならではのきめ細かな
　　　　　　　　　　　学習指導
○広がる田園、
　　コウホネが育つ川で自然体験
○スポーツや学習等、
　　　　　　充実した放課後活動


